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13QR0523 
問題  

建築士事務所に属する建築士と当該建築士事務所との関係に関する次の記述

のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関

の指定は考慮しないものとする。 

1. 建築士事務所に属する建築士は、当該建築士事務所の管理建築士による監督

を受ける対象である。 

2. 建築士事務所に属する一級建築士が独立して建築士事務所を開設した場合、

当該建築士は建築士事務所の登録を受けることに加えて、自らの建築士免許

に関する届出事項である「建築士事務所の名称、開設者の氏名及び所在地」

に変更があった旨を、変更のあった日から30日以内に国土交通大臣に届け出

なければならない。 

3. 一級建築士は、建築士事務所に所属しなくなった後、一級建築士定期講習の

受講期間を超えた日以降に建築士事務所に所属した場合は、遅滞なく、一級

建築士定期講習を受けなければならない。 

4. 建築士事務所に属する建築士が、その業務における建築基準法の違反行為に

よって免許を取り消された揚合、当該建築士事務所の開設者に課せられる処

分は、「戒告」又は「１年以内の事務所の閉鎖命令」のいずれかである。 
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13AR0523 
解説  正答──４ 
1. 正しい。士法24条３項四号により、管理建築士は、建築士事務所に属する建

築士その他の技術者の監督及びその業務遂行の適正の確保について、技術的

事項を総括する。したがって、建築士事務所に属する建築士は、管理建築士

による監督を受ける対象である。 

2. 正しい。士法23条１項により、一級建築士は、設計等を業として行おうとす

るときは、一級建築士事務所を定めて（開設して）、都道府県知事の登録を受

けなければならない。また、同法５条の２第２項及び同法規則８条１項三号

により、自らの建築士免許に関する届出事項である「勤務先の名称（建築士

事務所にあっては、その名称及び開設者の氏名）及び所在地」に変更があっ

た旨を、変更のあった日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければなら

ない。 

3. 正しい。士法22条の２及び同法規則17条の37第１項の表１号ハにより、一級

建築士であって、建築士事務所に所属しなくなった後、「当該者が受けた一級

建築士定期講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の

日（４月１日）から起算して３年（一級建築士定期講習の受講期間）」を超え

た日以降に建築士事務所に所属した者は、遅延なく、一級建築士定期講習を

受けなければならない。 

4. 誤り。士法26条２項五号により、建築士事務所に属する建築士が、その業務

として行った行為を理由として、同法10条１項の懲戒処分を受けた場合、都

道府県知事は、当該建築士事務所の開設者に対し、「戒告し」若しくは「１年

以内の期間を定めて事務所の閉鎖を命じ」又は「事務所の登録を取り消す」

ことができる。 
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